
川崎市顧問弁護士に関する要綱  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、本市の行政執行に係る法的な問題の円滑な処理を図るた

め設置する顧問弁護士に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。  

（身分）  

第２条 顧問弁護士の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

３条第３項第３号に規定する顧問として委嘱する非常勤職員とする。  

（資格要件）  

第３条 顧問弁護士は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。  

（１）弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第８条に規定する弁護士名簿に

登録されていること。 

（２）市政に対する理解と識見を有すること。  

（職務）  

第４条 顧問弁護士は、次に掲げる職務を行うものとする。  

（１）本市の行政執行に係る法的な問題について助言を行うこと。  

（２）本市及び本市の行政庁を当事者とする訴訟事件について、原則として、

その訴訟代理人となること。  

（退職）  

第５条 顧問弁護士は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもっ

て退職する。  

（１）退職を願い出て承認があったとき。 

（２）年齢が７０歳に達した日の属する年度の末日  

（３）第３条に規定する要件に該当しなくなったとき。  

（４）死亡したとき。 



２ 前項第２号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、顧問弁

護士は、年齢が７０歳に達した日の属する年度の末日後の日で市長が定める

日をもって退職する。 

（解職） 

第６条 市長は、顧問弁護士が次の各号のいずれかに該当するときは、その職 

を解くことができる。 

（１）心身の故障のため、その職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない 

とき。 

（２）その他その職に必要な適格性を欠くとき。 

（報酬） 

第７条 市長は、川崎市報酬及び費用弁償額並びにその支給条例（昭和２２年 

川崎市条例第１２号）の規定に基づき、顧問弁護士に報酬を支給する。 

２ 前項の報酬は月額とし、その額は別に定める。 

（連絡窓口） 

第８条 顧問弁護士との連絡窓口は、総務企画局総務部法制課訟務担当課長（

以下「担当課長」という。）とする。 

（相談の手続） 

第９条 顧問弁護士による法的な問題についての相談を行おうとする所管課長

は、顧問弁護士による相談申込票（第１号様式）により、担当課長に依頼し

なければならない。 

２ 担当課長は、前項の依頼を受けたときは、直ちに顧問弁護士と調整の上、

相談の日時及び場所を決定し、当該依頼をした所管課長宛に連絡しなければ

ならない。 

３ 顧問弁護士による相談を行った所管課長は、顧問弁護士による相談の回答

の概要（第２号様式）により、相談した内容を担当課長に報告しなければな



らない。 

（庶務） 

第１０条 顧問弁護士に関する事務は、総務企画局総務部法制課において処理

する。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士に関し必要な事項は、総

務企画局長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年１月１日から施行する。 

 


